
◎
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
や
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
な
ど
の
利
用

身
体
・
知
的
障
害
者
（
児
）
、
精
神
障

害
者
に
対
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
ホ
ー
ム

ヘ
ル
プ
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
な
ど
）
を
利

用
者
が
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
選
定
し
て
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
利
用
に
は
障

害
程
度
の
区
分
認
定
を
受
け
、
支
給
決
定

さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
補
装
具
費
の
支
給

失
わ
れ
た
身
体
機
能
を
補
う
た
め
の
補

装
具
（
補
聴
器
、
義
手
、
車
い
す
な
ど
）

の
購
入
ま
た
は
修
理
費
用
の
一
部
を
支
給

し
て
い
ま
す
。

◎
日
常
生
活
用
具
の
給
付

重
度
の
障
害
者
（
児
）
の
利
便
を
図
る

た
め
、
日
常
生
活
用
具
（
特
殊
ベ
ッ
ド
、

ス
ト
マ
用
具
、
入
浴
補
助
用
具
、
盲
人
用

時
計
な
ど
）
を
給
付
し
ま
す
。

◎
自
立
支
援
医
療
の
給
付

・
更
生
医
療

身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
で
、
治
療

す
る
こ
と
に
よ
り
日
常
生
活
の
向
上
が

見
込
ま
れ
る
人
（
人
工
透
析
を
受
け
て

い
る
人
な
ど
）
に
給
付
し
ま
す
。

・
育
成
医
療

生
ま
れ
つ
き
身
体
に
障
害
が
あ
る
18

歳
未
満
の
子
で
、
手
術
な
ど
を
行
う
こ

と
に
よ
り
治
癒
ま
た
は
障
害
が
軽
減
さ

れ
る
人
に
給
付
し
ま
す
。

・
精
神
通
院

精
神
疾
患
の
あ
る
人
で
、
通
院
に
よ

る
精
神
医
療
を
継
続
的
に
要
す
る
病
状

に
あ
る
人
に
対
し
、
通
院
医
療
に
支
給

し
ま
す
。

◎
声
の
広
報
発
行

視
覚
障
害
者
の
た
め
に
、
録
音
に
よ
る

声
の
広
報
を
発
行
し
て
、
市
の
行
政
そ
の

ほ
か
公
共
的
な
情
報
を
無
料
で
提
供
し
て

い
ま
す
。

◎
手
話
通
訳
者
の
設
置
・
派
遣

聴
覚
や
音
声
機
能
に
障
害
が
あ
り
、
手

話
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し

て
い
る
人
に
、
手
話
通
訳
者
が
福
祉
課
窓

口
で
相
談
や
各
種
手
続
き
の
お
手
伝
い
を

し
ま
す
。

ま
た
、
公
共
機
関
な
ど
に
手
話
通
訳
者

が
出
向
い
て
通
訳
を
行
い
ま
す
。

◎
自
動
車
運
転
免
許
取
得
費
の
助
成

身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
が
、
自
動
車

の
運
転
免
許
証
を
取
得
す
る
場
合
、
費
用

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

◎
自
動
車
改
造
費
用
の
助
成

身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
が
、
自
動
車

を
取
得
す
る
場
合
、
自
動
車
の
改
造
に
要

す
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

◎
福
祉
タ
ク
シ
ー
料
金
の
助
成

重
度
障
害
者
（
身
体
障
害
者
１
〜
３
級
、

療
育
手
帳
Ａ
・
Ｂ
判
定
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
１
・
２
級
）
が
電
車
な
ど
の

交
通
機
関
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
た

め
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
場
合
、
利
用
券

を
交
付
し
、
基
本
料
金
を
助
成
し
ま
す
。

（
自
動
車
税
免
除
者
は
対
象
外
）

◎
有
料
道
路
の
割
引

身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
が
運
転
す
る

場
合
ま
た
は
、
重
度
の
身
体
障
害
者
や
知

的
障
害
者
を
乗
せ
て
介
護
者
が
運
転
す
る

場
合
（
１
種
該
当
者
）
に
割
引
が
受
け
ら

れ
ま
す
。
（
手
帳
へ
の
押
印
が
必
要
）

◎
住
宅
改
善
費
の
助
成

身
体
障
害
者
（
１
〜
３
級
の
下
肢
機
能
・

体
幹
障
害
、
視
覚
障
害
）
の
い
る
世
帯
で

居
室
、
浴
室
、
ト
イ
レ
な
ど
を
障
害
者
用

に
改
善
す
る
場
合
に
必
要
な
経
費
を
９
割

相
当
額
ま
で
助
成
し
ま
す
。

※

非
課
税
世
帯
は
45
万
円
、
課
税
世
帯
は

27
万
円
を
上
限
と
し
ま
す
。

◎
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

重
度
障
害
者
（
身
体
障
害
者
１
・
２
級
、

療
育
手
帳
Ａ
判
定
、
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
１
級
）
の
み
の
世
帯
に
台
所
用
と

寝
室
用
各
１
台
（
寝
室
が
２
階
に
あ
る
場

合
は
１
台
追
加
）
給
付
し
、
設
置
し
ま
す
。

◎
障
害
者
入
浴
等
施
設
優
待
利
用
券
交
付

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
所
持
者
に
、
入
浴

施
設
な
ど
（
あ
お
い
パ
ー
ク
浴
室
、
サ

ン
・
ビ
レ
ッ
ジ
衣
浦
浴
場
お
よ
び
プ
ー
ル
、

高
齢
者
元
気
ッ
ス
館
浴
室
）
の
無
料
券
を

配
布
し
ま
す
。

障
害
者
問
題
に
つ
い
て
の
理
解
と
認
識
を
深
め
、
障
害
者
が
社
会
活
動
、
文
化
活
動
な
ど
に

積
極
的
に
参
加
す
る
意
欲
を
高
め
る
た
め
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

市
で
は
、
次
の
よ
う
な
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
自

己
負
担
が
あ
り
ま
す
。

※

介
護
保
険
で
の
同
一
サ
ー
ビ
ス
は
介
護
保
険
が
優
先
し
ま
す
。問

合
せ
　
福
祉
課
社
会
福
祉
係

障
害
者
週
間

12
月
３
日
㈬

〜
９
日
㈫
は

82014.12.1

◎
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
の
受
信
料
の
減
免

心
身
障
害
者
の
い
る
世
帯
で
経
済
的
状

態
お
よ
び
障
害
の
状
況
に
よ
り
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

テ
レ
ビ
の
受
信
料
の
減
免
が
受
け
ら
れ
ま

す
。

◎
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

障
害
者
を
扶
養
し
て
い
る
保
護
者
が
掛

金
を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、
保
護
者
が
死

亡
・
重
度
障
害
を
負
っ
た
と
き
、
障
害
者

へ
終
身
一
定
額
の
年
金
を
支
給
す
る
制
度

で
す
。

【
相
談
窓
口
】

各
種
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
相
談
な
ど

を
社
会
福
祉
協
議
会
で
行
っ
て
い
ま
す
。

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

とき　12月13日㈯　10時～16時
ところ　刈谷市総合文化センターアイリス
内容　オープニング（ブラスバンド演奏、草笛演奏、
ダンス、合唱ほか）、県精神保健福祉事業功労者知事
表彰、県精神保健福祉協会長表彰、桂春蝶氏（落語家・
大阪成蹊大学客員教授）の記念講演「心の平穏のコツ
“スマコロジー” のすすめ」、作品展示、バザー、バ
ルーンアート、似顔絵、ゲームコーナー、幻聴・幻覚
体験、アルコール依存症公開ミーティング
問合せ　衣浦東部保健所健康支援課　☎（21）4778

とき　12月６日㈯　10
時～12時
ところ　へきなん福祉
センターあいくる
内容　新成人のお祝い、
アトラクション
対象　市内在住・在勤
の障害者手帳または療育手帳を持っている人
問合せ　心身障害者福祉センター　☎（48）1720

12月１日㈪より精神障害者医療費受給者証（全疾病
有効）をお持ちの人の入院にかかる医療費について、
受給者証を医療機関に提示することで、保険適用分の
自己負担額（食事代を除く）の窓口での支払いが必要
なくなるよう改正します。
該当者には別途、新しい受給者証を郵送させていた
だきます。
問合せ　国保年金課医療係

在宅障害者やボランティア活動をしたい人のた
めに、心身障害者福祉センターで各種教室を行っ
ています。平成27年度参加者は３月より募集しま
す。
問合せ　へきなん福祉センターあいくる内心身障
害者福祉センター　　　　　　　　　☎（48）1720
教室

ボランティア活動

精神障害者医療費受給者証
（全疾病）の取扱いが変わります

障害者のつどい

デイ・サービス事業

～誰もが暮らせる地域をめざして～
みんなのまち　みんなの居場所

こころの健康
フェスティバルあいち
こころの健康

フェスティバルあいち

△精神障害者医療費受給者証（全疾病有効）は緑色です。

毎月第１火曜日　13時30分～15時
30分

車椅子ダンス
教室

卓球教室

絵はがき教室

パソコン教室

彩墨画教室

陶芸教室

ストレッチ教
室

ダンス教室
カラオケ教室

盲人卓球教室

毎週月曜日　14時～16時30分

毎週金曜日　14時～15時30分

毎週金曜日　10時～11時30分

毎月第４火曜日　14時～15時30分

毎月第２・４金曜日　13時30分～
15時30分

毎月第２火曜日　14時～15時30分

毎月第２水曜日　10時～11時30分

毎週木曜日　13時30分～15時30分

毎月第３火曜日　13時30分～15時
30分

毎月第１火曜日　18時30分～20時
30分

手話教室

点訳教室

毎週木曜日　19時30分～21時
毎月第１木曜日　10時30分～12時
毎月第３金曜日　19時30分～21時

9


